
あきる野市地域公共交通計画　概要版（案）

● 本市の公共交通は、通勤、通学、通院及び買い物などを主な目的とする市民生活の足として
　 重要な役割を担っています。一方で、自家用車の普及、人口減少・少子高齢化等の社会情勢
　 の変化に伴い、公共交通の利用者が年々減少傾向にあるなど、公共交通を取り巻く環境は大
　 きく変化しています。

● 市では、公共交通機関の維持・確保や交通弱者対策の展開のため、平成27年度（2015年度）
　 以降、市民意識調査やワークショップ、検討会、公共交通空白地域における実証実験など、
　 交通課題の解消に資する施策の調査・検討を進めてきました。

● 令和２年（2020年）及び令和５年（2023年）の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法
　 律」の改正に伴い、地域の多様な輸送資源を組み合わせた公共交通のあり方を、計画に位置
　 付けることが可能になりました。

● こうした背景から、地域の関係者である市民、事業者及び行政の連携・協働による持続可能

　 な地域公共交通ネットワークの構築を目的に、市の公共交通のマスタープランとなる「あき
　 る野市地域公共交通計画」を策定することとしました。

整合・連携

あきる野市地域公共交通計画

【関連計画】
・あきる野市都市計画マスタープラン
・あきる野・檜原地域公共交通計画
・あきる野市地域保健福祉計画
・あきる野市環境基本計画
・あきる野市地域防災計画
・あきる野市教育基本計画　等

地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律

第２次あきる野市総合計画

即す基づく

第１章　計画の策定に当たって

第２章　市の公共交通の現状
第３章　課題

第４章　基本方針と目標
第５章　施策
第６章　計画の推進体制と評価方法

資料編

導入として、本計画の策定目的や位置付けなど
を示します。

公共交通を取り巻く社会動向や本市の状況など
の現状を整理し、課題を示します。

本計画の基本方針、目標、目標を達成するため
に取り組む施策と、その評価方法などを示しま
す。

● 本計画の対象区域は、あきる野市全域とします。

● 計画期間は、令和12年度（2030年度）までの、おおむね５年間とします。
　 また、この計画期間においても、公共交通に関する国や都の動向、社会情勢の変化や技術開
　 発、市の上位計画等の改定にあわせて、適宜見直しを行います。
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編集：あきる野市　都市整備部　交通政策課
　　　〒197-0814　東京都あきる野市二宮350番地
　　　電話 042－558－1111（代表）

● 本計画の目標の達成状況の評価と施策・事業

　 の進捗管理は、「あきる野市地域公共交通協　　
　 議会」から意見を頂きながら、各年度の取組
　 や各施策の課題について精査するなど、PDCA
　 サイクルに基づき着実に実施します。

● 本計画の最終年次を目途に、目標の達成状況

　 や施策・事業の進捗状況等の評価を行った上
　 で、計画の見直しを行います。
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◆ 計画の推進体制

◆ 計画策定の背景と目的

◆ 計画の位置付け

◆ 計画の対象区域と期間

◆ 計画の構成

◆ 計画の達成状況の評価方法（評価指標）

資料３-３



計画の目標

目標１ 市民生活とまちづくりを支える持続可能な公共交通体系の構築

・既存の公共交通サービスを維持・確保しつつ、市内・外のアクセスを全般的に向上さ
　せることにより、交通弱者だけでなく、全ての市民にとって利用しやすい公共交通体
　系を構築する

・今後のまちづくりと連携して、駅へのアクセスの強化や拠点となるバス停整備などを
　進めることにより、交通結節点の強化による乗継利便性を向上させる

　　　　　　　＜基本方針＞

多様な移動手段がつながり、まちづくりと連携する、

誰もが利用しやすい、持続可能な地域公共交通

目標２ 公共交通と市民等との接点強化

・公共交通に関わる市民への働きかけ、利用機会の創出により、公共交通に対する市民
　の理解の促進や公共交通を守り育てる意識の醸成を図る

・公共交通の利用促進、情報提供の充実などにより、市民だけではなく、外国人を含む
　観光客も利用しやすい交通環境の充実を図る

目標３ 公共交通を支える環境等の底上げ

・路線バス等の導入空間となる道路網の整備を推進することにより、公共交通網の拡大
　を支える

・公共交通により市内の移動手段を確保できない場合、民間輸送サービス等、地域の輸
　送資源との連携を検討することにより、公共交通を支える

・新技術や新たな公共交通の動向を注視し、導入の可能性を検討することにより、公共
　交通の担い手不足への対応、環境問題への対応などを図る

◆ 計画の基本方針と目標

◆ 施策

◆ 目指すべき地域公共交通ネットワークの将来像

■るのバス EVバス

■タッチ決済対応バス

■あきる野市産業祭

（２）るのバスネットワーク
　　　 地域特性に応じ、鉄道駅と住宅地、公共公益施設等をつなぐ
　　　 バス路線で、主に生活圏内の移動を支えるネットワーク

（１）路線バスネットワーク
　　　 鉄道とともに、市内の拠点間や隣接自治体の拠点との間の骨
　　　 格を成し、多くの沿線地域の移動を支えるネットワーク

（３）地域交通

　　　 路線バスやるのバスの利用圏外の住宅地から鉄道駅や生活施
　　　 設等への移動を補完する交通で、地域特性に応じて身近な生
　　　 活の移動を支える交通手段

地域公共交通ネットワークの将来像

課題①　交通とまちづくりとの連携

課題②　公共交通の利用促進

課題③　公共交通の利便性向上

課題④　市外との結びつきの強化

課題⑤　新技術、新たな公共交通への対応

● 社会状況の変化

● 上位計画等　　　　　　　　　　　

● 人口や主要な施設の状況

● 公共交通の状況

● 公共交通に対する市民の意識とニーズ

● 公共交通に関わるこれまでの取組

市の公共交通の現状 課題のまとめ

施策１ まちづくりと連携した地域公共交通ネットワークの形成

　　① るのバスやデマンド型交通などのサービスの一体的な見直し
　　② 鉄道、路線バス、るのバス、デマンド型交通の結節性の改善
　　③ 公共交通利用者の需要が高い施設の交通拠点化の検討

　　④ るのバスやデマンド型交通などの適正な運賃体系のあり方の検討

目標１ 市民生活とまちづくりを支える持続可能な公共交通体系の構築

施策２ 鉄道やバスの利用圏外における新たな交通手段やサービスの導入

　　① デマンド型交通の運行
　　② 定額運行サービスの導入の検討
　　③ タクシー利用助成の実施
　　④ 送迎サービス、福祉輸送サービスの活用可能性の検討

施策３ ソフト面の分かりやすさの向上

　　① ニーズに合わせたダイヤ設定
　　② 円滑な乗り継ぎ連携
　　③ 情報提供の充実・高度化の推進

施策４ 交通事業者や周辺市町村との連携の推進

　　① 交通事業者や周辺市町村との情報連携の推進
　　② 周辺市町村と連携した交通事業者への働きかけの推進

目標２ 公共交通と市民等との接点強化

施策１ 公共交通の認知度の向上

　　① 印刷物やメディアを通じた情報の発信
　　② イベント等における広報の推進
　　③ 児童・生徒に対する働きかけ

施策２ 公共交通利用のきっかけ作り

　　① 公共交通を「自分ごと」として捉えてもらう仕組みづくり
　　② 体験乗車等の機会の設定
　　③ 子育て世帯への支援
　　④ 運転免許返納者への支援
　　⑤ JR五日市線の利用促進を目的とした事業への参画

施策３ 観光需要への対応

　　① 観光MaaSの導入の検討
　　② 案内表記の多言語化の推進
　　③ 多様な運賃決済手段への対応
　　④ 来訪者のマイカー利用の抑制のための検討・情報発信

目標３ 公共交通を支える環境等の底上げ

施策１ 道路網の整備の推進

　　① 都への働きかけの実施

　　② 市道の整備の推進

施策２ 安全・安心な公共交通利用環境の構築

　　① バス待ち環境の安全性の向上
　　② 交通関連施設のバリアフリー化の推進
　　③ 「心のバリアフリー」についての取組の推進

施策３ 新技術の導入可能性の検討

　　① 環境性能に優れた車両の導入

　　② 公共交通に関わる技術開発の動向の注視

■鉄道・路線バス

■るのバス・デマンド型交通等

■市内の地域公共交通ネット
　ワーク形成のイメージ

■ハイブリッドバス

32

◆ 市の公共交通の現状と課題の整理



計画の目標
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　　　　　　　＜基本方針＞

多様な移動手段がつながり、まちづくりと連携する、

誰もが利用しやすい、持続可能な地域公共交通
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◆ 施策の展開イメージ

①児童・生徒への働きかけに
　より、公共交通に対する理
　解と興味関心が深められる
　とともに、利用マナーを守
　る意識の醸成も図られてい
　ます。

【目標２】施策１-事業③など

②バスやタクシーの乗り場は、
　上屋やベンチの設置のほか、

　点字ブロックの敷設等によ
　り、待合いの快適性やバリ
　アフリーに配慮されていま
　す。

【目標３】施策２-事業①など

③駅前のバス・タクシー乗り
　場は、乗り入れ環境の整備
　や運行ダイヤの工夫などに
　より、多様な交通手段を乗
　り継ぎしやすくなっていま
　す。

　また、送迎車や自家用車な
　どの乗り入れがある中で、
　安全性を担保しながら、公
　共交通と共存できるように
　配慮されています。

【目標１】施策１-事業②など

④バスやデマンド型交通など、
　地域特性に応じた交通手段
　で、不自由なく移動できま
　す。

【目標１】施策１-事業①など

⑤スマートフォンやデジタル
　サイネージなどの活用によ
　り、公共交通の情報をいつ
　でもどこでもスムーズに入
　手できます。

【目標１】施策３-事業③など

⑥市のイベント等で、車両展
　示や乗車体験などの広報活
　動を通じて、公共交通の利
　用方法や魅力を直接体験で
　きます。

【目標２】施策１-事業②など

⑦子育て世帯への利用支援等
　を通じて、子育てしやすい
　まちづくりの実現に寄与し
　ます。

【目標２】施策２-事業③など

⑧行政、交通事業者及び市民
　がそれぞれの立場から、高
　齢者や障がい者に思いやり
　を持って接しています。

【目標３】施策２-事業③など

「鉄道駅と駅前広場」の将来イメージ

※ イラスト左右の吹出しは、将来イメージについて解説するととも
　 に、本計画において主に対応している目標、施策及び事業の項目

　 番号を示しています。 

● 本計画の目標達成に向けて施策を実施した際の、本計画の最終年次である令和12年度
　 （2030年度）末の本市の将来イメージを、「鉄道駅と駅前広場」と「山間部と観光地」の
　 ２種類のイラストに表しました。

● なお、これらのイラストで示している施策は、特定の地域に導入することを意図したもの

　 ではなく、地域の状況に応じて本市に広く展開されることを想定しています。
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①鉄道やバスのサービス圏外
　に住む市民にも、タクシー
　利用助成により、日常の移
　動を支えるサービスが提供
　されています。

【目標１】施策２-事業③など

②SNS等多様な媒体を組み合わ
　せた情報発信や案内表記の
　多言語化により、外国人観
　光客も本市をスムーズに観
　光できます。

【目標２】施策１-事業①、
【目標２】施策３-事業②など

③多くの人が公共交通を利用
　して訪れる施設の交通拠点
　（モビリティハブ）化によ
　り、拠点間のアクセス性・
　乗り継ぎ利便性が改善され
　ています。

【目標１】施策１-事業③など

④観光拠点間の周遊性向上や
　アクセス性改善、キャッシ
　ュレス決済等多様な決済手
　段の充実などにより、来訪
　者がストレスなく観光でき
　ます。

【目標２】施策３-事業③など

⑤バスやデマンド型交通など、
　地域特性に応じた交通手段
　により、地域から拠点まで
　のアクセス性が確保されて
　います。

【目標１】施策２-事業①など

⑦パーク・アンド・ライド駐
　車場やシェアサイクルなど
　の活用と公共交通の連携に
　より、観光地周辺における
　マイカー利用の抑制と道路
　渋滞の緩和が図られていま
　す。

【目標２】施策３-事業④など

⑧新たな車両等を導入する際
　には、環境への負荷等にも
　配慮して選定されています。

【目標３】施策３-事業①など

「山間部と観光地」の将来イメージ
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※ イラスト左右の吹出しは、将来イメージについて解説するととも
　 に、本計画において主に対応している目標、施策及び事業の項目

　 番号を示しています。 

⑥市のイベント等で、公共交
　通に関する新しいサービス
　や技術の広報活動に触れ、
　国や東京都における最新の
　動向や普及状況への理解や
　興味関心を深めることがで
　きます。

【目標３】施策３-事業②など



あきる野市地域公共交通計画　概要版（案）

● 本市の公共交通は、通勤、通学、通院及び買い物などを主な目的とする市民生活の足として
　 重要な役割を担っています。一方で、自家用車の普及、人口減少・少子高齢化等の社会情勢
　 の変化に伴い、公共交通の利用者が年々減少傾向にあるなど、公共交通を取り巻く環境は大
　 きく変化しています。

● 市では、公共交通機関の維持・確保や交通弱者対策の展開のため、平成27年度（2015年度）
　 以降、市民意識調査やワークショップ、検討会、公共交通空白地域における実証実験など、
　 交通課題の解消に資する施策の調査・検討を進めてきました。

● 令和２年（2020年）及び令和５年（2023年）の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法
　 律」の改正に伴い、地域の多様な輸送資源を組み合わせた公共交通のあり方を、計画に位置
　 付けることが可能になりました。

● こうした背景から、地域の関係者である市民、事業者及び行政の連携・協働による持続可能

　 な地域公共交通ネットワークの構築を目的に、市の公共交通のマスタープランとなる「あき
　 る野市地域公共交通計画」を策定することとしました。

整合・連携

あきる野市地域公共交通計画

【関連計画】
・あきる野市都市計画マスタープラン
・あきる野・檜原地域公共交通計画
・あきる野市地域保健福祉計画
・あきる野市環境基本計画
・あきる野市地域防災計画
・あきる野市教育基本計画　等

地域公共交通の活性化
及び再生に関する法律

第２次あきる野市総合計画

即す基づく

第１章　計画の策定に当たって

第２章　市の公共交通の現状
第３章　課題

第４章　基本方針と目標
第５章　施策
第６章　計画の推進体制と評価方法

資料編

導入として、本計画の策定目的や位置付けなど
を示します。

公共交通を取り巻く社会動向や本市の状況など
の現状を整理し、課題を示します。

本計画の基本方針、目標、目標を達成するため
に取り組む施策と、その評価方法などを示しま
す。

● 本計画の対象区域は、あきる野市全域とします。

● 計画期間は、令和12年度（2030年度）までの、おおむね５年間とします。
　 また、この計画期間においても、公共交通に関する国や都の動向、社会情勢の変化や技術開
　 発、市の上位計画等の改定にあわせて、適宜見直しを行います。

あきる野市地域公共交通計画　概要版（案）　令和７年（2025年）12月
発行：あきる野市
編集：あきる野市　都市整備部　交通政策課
　　　〒197-0814　東京都あきる野市二宮350番地
　　　電話 042－558－1111（代表）

● 本計画の目標の達成状況の評価と施策・事業

　 の進捗管理は、「あきる野市地域公共交通協　　
　 議会」から意見を頂きながら、各年度の取組
　 や各施策の課題について精査するなど、PDCA
　 サイクルに基づき着実に実施します。

● 本計画の最終年次を目途に、目標の達成状況

　 や施策・事業の進捗状況等の評価を行った上
　 で、計画の見直しを行います。

18

◆ 計画の推進体制

◆ 計画策定の背景と目的

◆ 計画の位置付け

◆ 計画の対象区域と期間

◆ 計画の構成

◆ 計画の達成状況の評価方法（評価指標）

資料３-３


